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平成27年 第15回北上市教育委員会定例会 

 

 

１  日   時   平成 27年 11月 20日（金）  午前 10時 00分  

 

２  場   所   北上市役所５階第１会議室  

 

３  議事日程   別紙  

 

４  会議に出席した委員  

  小  原  善  則  

  薄  衣  景  子  

  高  橋  きぬ代  

  照  井    渉  

 

５  説明のため出席した職員  

 【 教 育 部 】 

   教 育 部 長  阿  部  裕  子  

   総 務 課 長  菅  野  和  之  

   学校教育課長   髙  橋  邦  尚  

   子育て支援課長  斉  藤  昌  彦  

   文 化 財 課 長  高  橋  文  明  

   学校給食センター所長  千  田  研  洋  

   鬼 の 館 館 長  高  橋    博  

   中央図書館館長補佐  鈴  木    順  

 

 【まちづくり部】  

   まちづくり部長  佐  藤  秀  城  

   まちづくり部参事  照  井  啓  治  

   生涯学習文化課長  八重樫  信  治  

   スポーツ推進課長  小  原  善  浩  

   国体推進課長  及  川  健  二  

 

６  議事の大要  

教育長の事務報告が行われた後、議案等がないため閉会となった。  

 

 以下、会議の概要は次のとおりでした。  
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（開会  午前 10時 00分）  

教 育 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教 育 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ただいまから平成 27年第 15回北上市教育委員会定例会を開催

いたします。  

 ただいまの出席委員は４人であります。  

 定足数に達しておりますので、会議は成立いたしております。 

 日程第１  会期の決定を行います。  

今定例会の会期は本日１日といたしたいと思います。これに御

異議ございませんか。  

 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり。）  

 

 異議なしと認めます。よって、会期は本日１日と決定いたしま

した。  

 次に、日程第２  教育長事務報告に入ります。  

 

それでは、教育長の事務報告を行います。  

資料は、定例会日程の次のページを御覧ください。  

今定例会では、10月 29日（木）から 30日（金）に平泉町におい

て開催されました平成 27年度岩手県市町村教育委員会協議会教

育長部会会議について、報告いたします。  

県内 33市町村教育委員会で構成される市町村教育委員会協議

会は、教育委員長部会と教育長部会の２つがありますが、今年４

月に改正された「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」に

よって、当北上市が６月１日から、大槌町が今年度末の３月 31

日付で、新しい教育委員会制度にスタートする等、移行する自治

体が出てくる状況の中、今後の教育委員会協議会の持ち方につい

て協議がありました。県内 33市町村の移行の予定状況であります

が、来年度の平成 28年度中に新制度に移行する市町村は 11、平成

29年度には 12、平成 30年度には８とのことですが、それまでの間

の移行措置として、教育委員長部会については、（仮称）教育委

員長・教育委員部会として存続させ、北上市教育委員会の場合は、

４人の教育委員の中からどなたか１名の委員の方に代表して部

会に御出席いただきたいとのことでした。北上市教育委員会に対

しては、新制度に移行となった場合には、４名の教育委員の中か

ら代表者に相当する役職があるのかどうかなどの質問がありま

した。  
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教 育 長 

 

 

また、法改正の趣旨の中でも論じられてきたことですが、地方

自治体における教育委員の研修や情報交流、資質・能力の向上

等々が求められており、これまで以上に委員研鑽の重要性が指摘

されています。そこで、岩手県市町村教育委員会協議会としての

事業である  毎年２月に実施している「県内市町村教育委員研修

会」を継続させることと、新たに各教育事務所単位での「教育委

員の情報交換会」を年１回程度、実施することも検討したいとの

ことでありました。なお、正式には、全ての市町村が新制度に移

行する平成 31年５月の定期総会の際に議決をしたいとのことで

ありました。  

なお、今回の教育長部会会議では、教育長の情報交換・研修も

ありました。   

次の４つのテーマでの意見交換と情報交換がありました。  

１  特別支援学級などにおけるＩＣＴ機器の活用について  

２  幼保小の連携と幼児教育について  

３  無形民俗文化財 (郷土芸能 )の保存維持、活用方法について  

４  いじめの重大事態発生時に備えた調査組織の整備状況に

ついて  

以上のテーマでの情報交換･意見交流がありましたが、矢巾町

の生徒自殺があった直後の情報交換会でもあり、４番の「いじめ

の重大事態発生時に備えた調査組織の整備状況について」がもっ

とも活発な情報交換となりました。  

以上が報告でありますが、11月 10日（火）11日（水）には、第

25回北上市小学校音楽会、第 15回和賀地区中学校総合文化祭ステ

ージ発表会があり、委員の皆さまには御多忙の中、御鑑賞をいた

だき、たいへんありがとうございました。後ほど、何かの機会に

でも御感想などお寄せいただけたなら嬉しく思います。  

なお、市内小学生の作品展示会は、11月 28日（土）、29日（日）

に江釣子地区交流センターにおいて開催されます。また、中学校

の作品展示会は、来年１月 22日（金）から 24日（日）まで江釣子

ショッピングセンターにおいて開催されます。児童生徒の文化活

動の作品展ですので、ぜひ、御覧いただきたいと思います。  

以上で、教育長事務報告を終わります。  

 

 ただいまの報告について、御質問がございましたならお願いし

ます。  
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教 育 長 

  （「なし」と呼ぶ者あり。）  

 

 今、定例会では、付議する議案等がありませんので、以上で本

日の会議を閉じさせていただきます。  

 

（閉会  午前 10時 08分）  

 

 


